
監査法人のローテーション制度については、国内の監査法人、企業、機関投資家等の関係者からのヒアリング等を実施し、
更なる調査・検討を進めていくことが適当。

「監査法人のローテーション（注）を導入した場合のメリットとデメリット等について、金融庁において、欧州・米国の最近の動
向も踏まえて、深度ある調査・分析を実施すべき」。

（注）企業が監査契約を締結する監査法人を一定期間毎に交代させることを義務付ける制度。
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企業と同一監査法人と
の監査契約の固定化

• 企業による自主的な監
査法人の交代は進ま
ず。

- 東芝のケースでは同一
監査法人が47年継続

- TOPIX上位100社のうち、
この10年間に監査法人
が交代したのは5社

欧州における監査法人のローテーション制度導入

• EUでは、上場企業等に対し、その会計監査を担当する監査法人
を一定期間毎にローテーションさせる義務を課す規則を2016年
６月より実施。

（規則の概要）
同一の監査法人による監査期間は、原則として、最長10年（当該監査法人が再び
監査を行うためには、交代後、４年間以上のインターバルが必要）。

⇒導入の効果については、なお見極めに時間を要するが、欧州

当局からのヒアリングによると、監査法人のローテーション制度
導入による混乱はこれまでのところ見られていない。

「パートナーローテー
ション」の有効性の検証

• 過去の不正会計事案
において、パートナー
ローテーションは抑止
効果を発揮できず。

調査報告のポイント

監査法人のローテーション制度については、2006年の金融審議会公認会計士制度部会において検討が行われたが、①監査
法人の交代により監査人の知識・経験の中断が生じうることや、②大手監査法人の数が限られ、現実的に交代が困難になる
おそれがあること等の観点から、その導入は見送られ、パートナーローテーション制度（注）の強化がなされた。

（注）監査法人は交代させないが、企業の監査を担当するパートナーを監査法人内で一定期間毎に交代させることを義務付ける制度。

〔参考〕

「会計監査の在り方に関する懇談会」提言（2016年３月）

監査法人のローテーション制度に関する第一次調査報告


